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【1】 は じ め に

現存する律蔵には，伝統的に浄法と呼ばれる特殊な概念が見いだされる。

これは学処等によって制限されている仏教者の規定を，特定の条件のもと

に適法化する手段であり，律蔵中に様々な形態で存在している。浄法は，

仏教教団がいかなる形態で存続し，また現実社会との関係の中でどのよう

に変化していったかを知る上で重要な要素であると同時に，律蔵自体の成

立史・変遷史を える上でも不可欠な視点と えられるが，残念ながら現

存する個々の律文献に示されるすべての用例を詳細に検討し，各部派ごと

の特殊性を踏まえた上で 察を加えた総合的な研究は未だ行われていない。

このような問題意識に立って，筆者は律蔵中にみられる浄法を総合的に捉

え直す研究に取り組んでいる
⑴

が，本小論では，特に 浄施 と呼ばれる概

念に注目し，諸律にみられる用例を，捨堕１条および波逸提59条（ただし

律によって何条に配置されるかは異なる）に限定して取り上げ，比較検討

を行いながら，その内容や意味について若干の 察を行いた
⑵

い。
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【2】 パーリ律>に見られる浄施

1) Nissaggiya-pacittiya１条

パーリ律>の捨堕１条は以下のように示され
⑶

る。

【学処】

nitthitacıvarasmim bhikkhuna ubbhatasmim kathine dasahapar-

amam atirekacıvaram dharetabbam. tam atikkamayato nissag-

giyam pacittiyam.（VRI Par.303.12―13;PTS VP3,196.9―11)

衣（＝作衣の時期）がすでに終わり，カティナ［衣］を捨ててから十

日間を最長として，比丘は余分の衣を保持しても構わない。それを過

ぎれば捨堕となる。

これは，特別に許された時期以外
⑷

に，比丘が三衣以外の余分の衣を保持

することを十日間に限って許可し，それを過ぎて所持することを禁止する

ものである。所持が禁止される衣（atirekacıvara 余分の衣 ）について

説明する箇所に，以下の記述が見いだされる。

【条文解釈】

atirekacıvaram nama anadhitthitam avikappitam cıvaram nama
 

channam cıvaranam annataram cıvaram, vikappanupagam pac-

chimam.（VRI Par.303.19―20;PTS VP3,196.19―21)

余分の衣 とは受持されたものでな
⑸

く，浄施されていないものであ

る。 衣 とは六種の衣（＝亜麻；木綿；絹；毛布；麻；粗麻）のう

ちのいずれかの衣であって，浄施に該当する最小［善逝の指で長さ八

指・幅四指を超えない量］のものである。

ここに avikappita，vikappanaという語があらわれる。ほとんどの漢
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訳律で 浄施 と訳されている語が， パーリ律>経分別で用いられるの

はこの部分が最初であり， 余分の衣 の具体的な解説が，vikappeti

（vikappita; avikappita; vikappana）という語によって， 受持 ad-

hittheti（adhitthita;anadhitthita）と並んで使用されている。先の条文

解釈では 余分の衣 は 浄施されていないもの と定義され，加えてそ

の衣は 浄施に該当するもの とも定義されている。これは，浄施（vi-

kappita/vikappana）が規定の適用の上で例外条件となっていることを示

し，両条件に合致していれば罪には該当しないことを意味している。これ

により，現存する パーリ律>の経分別が編纂された時点で，浄施という

特定の手続きがなされた衣に関しては，規則に違反しないという え方が

成立していたことにな
⑹

る。ところが，奇妙なことに具体的な浄施の方法や

手続きの仕方が，捨堕１条中では全く示されていな
⑺

い。本規定の場合，学

処自体が浄施を前提に成立しているわけではないが，経分別全体では浄施

という規制緩和の便法が確立されている状態が示されていて，なおかつそ

の具体的な方法が示されないという状況が存在する。まず，この点に注意

が必要であ
⑻

る。

2) Pacittiya59条

次に波逸提59条の学処と条文解釈は以下のような内容となっている。

【学処】

yo pana bhikkhu bhikkhussa vabhikkhuniyavasikkhamanaya va

samanerassa va samaneriya va samam cıvaram vikappetvaappac-

cuddharanam paribhunjeyya, pacittiya”nti (VRI Pac,164.3―4;

PTS VP4,121.30―33)

およそ比丘が，比丘あるいは比丘尼あるいは式叉摩那あるいは沙弥あ
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るいは沙弥尼に自ら衣を浄施して，返還されていないのに使用すれば

波逸提となる。

【条文解釈】

vikappana nama dve vikappana-sammukhavikappana ca parammuk-

havikappanaca sammukhavikappananama“imam cıvaram tuyham
 

vikappemi itthannamassa va”ti parammukhavikappana nama

“imam cıvaram vikappanatthaya tuyham dammı”ti tena vattabbo

― “ko te mitto va sandittho va”ti? “itthannamo ca itthannamo
 

ca”ti tena vattabbo“aham tesam dammi,tesam santakam parib-

hunja va vissajjehi va yathapaccayam va karohı”ti appaccudd-

haranam nama tassa va adinnam, tassa va avissasanto paribhun-

jati,apatti pacittiyassa (VRI Pac,164.14―165.2;PTS VP4,122.

9―18)

浄施 とは二種の浄施［すなわち］ 直接的な（対面者への）浄施

（＝現前浄施） と 間接的な（不在者への）浄施（＝展転浄施） で

ある。 直接的な浄施 とは この衣をあなたに浄施します，あるい

はこれこれという名の［あなたに浄施します］ と［言って行う］も

のである。 間接的な浄施 とは この衣を浄施のためにあなたに与

えます と［浄施をなす者が言う］ものである。 誰があなたの友人

あるいは知人ですか と言うべきであり， これこれという名の者と，

これこれという名の者です と［浄施した者は言うべきである］。そ

［の衣を与えられた者］は 私は［あなたが名前を示した］彼らに与

えます。あなたは，彼らの所有物を使用し，あるいは贈与し，あるい

は意のままになしなさい と言うべきである。 返還されていないの

に とは，そ［の浄施をなした者］に与えられず，あるいはそ［の衣
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を与えられた者］を信用せずに使用することであり，［その場合には］

波逸提の罪となる。

学処中の vikappetvaに対する条文解釈において，この手続きの具体的

な内容が初めて示されるが，まず浄施の方法には二種あるとされる。 直

接的な浄施 は，Ａ比丘が，直接Ｂ比丘に この衣をあなたに浄施します，

あるいはこれこれという名の［あなたに浄施します］ という言葉で行う

もので，衣の所有権はＢに移るが，その衣の使用権は依然としてＡ比丘に

残ると えられ，Ａ比丘は，必要に応じてその衣を使用することが可能と

なる。一方， 間接的な浄施 の場合，Ａ比丘がＢ比丘に 浄施のために

と断って衣を与え，Ｂ比丘が，Ａ比丘のかわりに，そこにはいないＡ比丘

の友人や知人であるＣ比丘に衣を浄施することを示している。ここで，衣

の所有権はＢ比丘を介してＣ比丘に移るが，その衣の使用権は依然として

Ａ比丘に残ることになる。こうして浄施が成立するのであるが，これらの

手続きの後に，Ｂ比丘はＡ比丘に衣の使用を認める 返還 を行うことに

なる。ところが，その返還が行われていないうちに，あるいはＢ比丘を信

用せずに強引に衣を取り戻すならば罪に該当するというのがこの学処の意

図する所と えられる。

パーリ律>の場合，波逸提59条は浄施に関する具体的な手続き内容を

示す箇所と言える。本規定にもとづいて えた場合，浄施とは，衣の所有

権だけを形式的に他者（あるいはその者を介してさらに別の者）に譲渡す

る手続きであり，その直後に衣だけが元の比丘へと返還（あるいは委託）

され，所有権を有する者の代わりに浄施した比丘が用いるのであるが，そ

の返還手続きなしに衣を使用することを禁ずるのが，波逸提59条の目的で

ある。ただし，この箇所においても，浄施がなぜ，どのように導入された

かについての記述は存在しない。一方で，このような手続きの存在を前提
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として，先に見た捨堕１条が成立すると えられる。この二例を踏まえな

がら 以下 他律について，この二つの学処に対応する部分を提示していく。

【3】 五分律 に見られる浄施

1) 尼薩耆波逸提１条

五分律 の捨堕１条は以下のように説かれる。

【学処】

若比丘三衣竟。捨迦 那衣已。長衣乃至十日。若過尼薩耆波逸提。

（T22,23b24―25）

学処はパーリとよく対応するが，その後に続く条文解釈と判例とをまと

めて説く部分で，以下のような記述があらわれる。

【条文解釈＆判例】

十日者。若一日得衣。應即日捨。若受持若施人若淨施。若即日不捨。

二日更得衣。應此日皆捨。若此日不捨。三日乃至十日更得衣。亦應此

日皆捨。若此日不捨。至十一日明相出時。十日中所得衣皆尼薩耆波逸

提。若有過十日衣。應捨與比丘僧。若與一二三比丘。不得捨與餘人及

非人。捨已然後悔過。若不捨而悔過者罪益深。除長三衣。若長餘衣乃

至手巾過十日皆突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌。沙彌尼突吉羅。

若淨施不犯。(T22,23b29―c9)

ここには，手に入れた余分の衣に対処する方法の一つとして浄施の語が

見られ，この手続きを経た衣に関しては罪に該当しないとされている。特

に判例部分では，猶予期間となる十日間に関して，第一日目からはじめて

十日目に至るまでに衣を入手する様々なケースを想定し，それらにどのよ

うに対処すべきかが解説されているが，いずれの場合にも 捨てるか，受
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持するか，人に施すか，浄施すべきである。 としており，この四つの対

応を行った場合には罪にならないとしている。 五分律 も，この箇所で

浄施の具体的な内容には全く触れておらず，この点も パーリ律>に対応

している。

2) 波逸提81条

五分律 では，波逸提81条が パーリ律>59条に対応する。まず因縁

譚が以下のように説かれる。

【因縁譚】 (T22,69a14―b16）

①佛が舎衛城にいた時，跋難陀が達摩比丘に浄施した衣をめぐって，問題

が生じた。

②これを契機として佛が 浄施をしてはならない相手（知らない者，在家

者など）>と 浄施をしてよい相手（出家の五衆）>とを示す。さらに具

体的な方法として 遙示 施 と 展轉 施 とを示す。

遙示 施＝自分の所持している余分の衣を 衣を捨てる と三度唱え，

その後に 衣を受ける と三度唱え，さらにその後， この長衣を

某甲に浄施する。彼に従って使用する と三度唱えるもの。

展轉 施＝浄施しようとする比丘（＝Ａ比丘）が あなた（＝Ｂ比丘）

のもとで浄施します と表明する。これを受けてＢ比丘は 私のも

とで浄施がなされたが誰に衣を与えるべきですか と尋ね，Ａ比丘

は 五衆中で随意に与えて下さい と答える。それを受けてＢ比丘

は 私は某甲（＝Ｃ比丘）に与えます。Ａ比丘は必要に応じてＣ比

丘に従ってこれを使用して下さい と言って，手続きが完了する。

③Ｂ比丘がＣ比丘に浄施がなされたことを伝えると，Ｃ比丘は長衣罪を畏

れて受けなかった。
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④佛は Ｃ比丘に［浄施がなされたことを］語ってはならない として，

学処を制定する。

このように，81条の因縁譚には浄施に関する具体的な内容が詳細に示され

ている。細部には異なりがあるものの，浄施を二種に分けるという点で

パーリ律>59条と全体的には対応している。この後で学処が提示される

が，それは以下の通りである。

【学処条文】

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣還奪波逸提。（T22,69

b16―18）

学処条文中にも浄施という語が含まれている点で パーリ律>と一致す

るが， 五分律 の場合，すべてを因縁譚の中に含みこんで説明している

ため，因縁譚の内容と学処とが必ずしも明確には一致していないという点

に留意する必要がある。また，浄施を行う人は出家の五衆に限ると明示し

ている点， 一人での浄施 が認められている点，第三者を介する浄施の

場合，第三者（Ｃ比丘）に浄施が行われたことを告げてはならない点など

に パーリ律>との違いが見いだされる。

【4】 四分律 に見られる浄施

1) 尼薩耆波逸提１条

四分律 捨堕１条の学処は以下の通りである。

【学処】

若比丘衣已竟迦 那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜。若過十日尼薩耆

波逸提。

(T22,602a11―12)

律蔵が示す浄施の種々相（山極伸之)238



ここに掲げた学処の内容は，全体としては パーリ律> 五分律 とほ

ぼ対応するが， 四分律 の場合，条文に浄施の語を含む点が大きく異な

っている。この後に示される判例部分には，学処の適用に関わる長い説明

が存在するが，その要点は以下のようにまとめられる。

【判例】 (T22,602a17―603a18）

①十日の間で何日目に衣を入手したかに応じた罪の状況の提示と浄施との

関わりの解説。

例）初日に衣を得て，二日目にも衣を得て，三日目にも衣を得て……十

日目にも衣を得た場合，十一日目にはどのような罪となるか→初日

が基準となるので獲得した衣すべてが尼薩耆となる。

②捨堕衣を捨ててサンガに与えるための方法（白と懺悔）。

③懺悔した比丘に衣を返還するための白二 磨の作法（返還しなければ突

吉羅）。

④犯（有罪）と不犯（無罪）の具体的な提示。

四分律 の捨堕１条も， パーリ律> 五分律 と同様に，浄施の具体

的方法は明示しない。一方，条文中に浄施を含んでいる点，判例が詳細に

語られている点，捨堕罪に抵触した衣の処理の仕方（サンガへの捨と懺悔

した比丘への返還）を詳しく説いている点で， パーリ律> 五分律 とは

異なりを有している。

2) 波逸提59条

四分律 の場合，波逸提59条が パーリ律>59条・ 五分律 81条に対

応する。

【学処】

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。後不語主還取著者波逸提。
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(T22,676a28―b1)

四分律 の場合は先の二律と異なり，因縁譚の部分にも学処条文にも

浄施の語はあらわれず，59条はあくまでも衣を与えて，後から取り返した

場合についての規定とされている。ところが，条文解釈ならびに判例部分

では，規定を浄施と結びつけた記述が存在しており（T22, 676b2―19），

その内容を整理すると以下のようにまとめられる。

① 與衣 とは 衣の浄施 である。

②衣の浄施には 實 施 と 展轉 施 の二種がある。

實 施＝ 私にこの浄がなされていない衣があります。今これを浄の

ために長老に与えます。 實浄のために と語るもの。

展轉 施＝Ａ比丘 私にこの浄がなされていない衣があります。今これ

を浄を目的として長老（Ｂ比丘）に与えます。浄のために 。Ｂ比

丘 長老（Ａ比丘）にこの浄がなされていない衣があり，今それが

浄を目的として私に与えられ，私はそれを受けました 。Ｂ比丘

誰にこれを与えたいと えますか 。Ａ比丘 某甲（Ｃ比丘）で

す Ｂ比丘 長老（Ａ比丘）にこの浄がなされていない衣があり，

今それが浄を目的として私に与えられ，私はそれを受けました。受

けてからこれをＣ比丘に与えます。これはＣ比丘の所有するもので

す。あなた（Ａ比丘）は，Ｃ比丘のためにこれを守護して随意に使

用して下さい

③ 實 施の場合，比丘は主（所有主）に問わずに使用してはならない。

一方，展轉 施の場合，主（所有主）に語って使用してもよいし，語ら

ずに使用しても構わない。この部分では，規定の対象となる行為が浄施

であると限定され，その内容に 實 施 と 展轉 施 二種がある

こと，さらにそれぞれの浄施において，いかなる言葉を用いて行うのか
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が具体的に示されている。その上で， 實浄施の場合，比丘は所有主に

問わずに使用してはならないとするが，展轉浄施の場合，所有主に語っ

て使用してもよいし，語らずに使用しても構わないとする。従って，浄

施の手続きがここに明示されているといえる。この点は先に触れた二律

とも共通し，浄施に二種類の区別があること，浄施の具体的な内容を示

す部分であることの二点で，三律は共通している。しかし先の二律と違

い，浄施を説くのは条文解釈以降であること，および 四分律 がこれ

らの事例について 施衣 という名称を用いている点には留意しなけ

ればならない。

【5】 摩 僧祇律 に見られる浄施

1) 尼薩耆波夜堤１条

摩 僧祇律 捨堕１条の学処は以下の通りである。

【学処】

若比丘衣已竟。迦 那衣已捨。若得長衣得至十日畜。過十日者。尼薩

耆波夜提。

(T22,292b26―27)

krtacıvarehi bhiksuhi uddhrtasmin kathine dasahaparamam bhik-

sunaatirekacıvaram dharayitavyam taduttarimdhareya,nissargi-

kapacittikam (Tatia, PraMoSu.13.16―17;Pacow, PraMoSu.

14.16―17)

作衣を終えた比丘たちによっては，迦 那衣が放棄された時，十日間

を限度として比丘は余分の衣を保持すべきである。それを過ぎて保持

すれば，捨堕となる。
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摩 僧祇律 の場合，１条の因縁譚中に 施法 の語が用いられて

いるものの，漢訳，梵本ともに学処条文に浄施を示す語は存在しない。こ

の点はパーリ律 五分律 と共通している。条文解釈にも浄施は説かれず，

浄施に関する記述は判例部分において説明される。その要点をまとめると

以下の通りである。

【判例】 (T22,292b13―293c16)

①十日の間で，何日目に衣を入手したかに応じた罪の状況の提示，および

浄施との関わりについての解説。

②作浄をなすべき相手：作浄の相手との距離：作浄をなすべき衣の大きさ等。

③ 捨衣 の具体的な方法としての白四 磨の次第。

④ 捨衣 の後に返還された衣についての対応の次第。

このように，判例部分には捨堕の成立状況と浄施の関係，作浄をなすべ

き相手，作浄の相手との距離，作浄をなすべき衣の大きさ，捨衣の方法と

しての白四 磨，捨衣の後に返還された衣への対応方法（受持するか浄

施）などが詳細に示されている。 磨を説く点では 四分律 と共通する

一面を有しているが，全体としては先の三律よりも具体的かつ詳細な説明

を行っている。また 施 という訳語も見られるが，ほとんどの場合，

作 の語が用いられていて，先の漢訳二律と異なる語法が見られる点

にも留意する必要がある。

2) 提63条

摩 僧祇律 の場合， 提63条が パーリ律>59条・ 五分律 81条・

四分律 59条に対応する。

【学処】

若比丘與比丘比丘尼。式叉摩尼沙彌沙彌尼衣。後不捨而受用者。波夜
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提。(T22,379a8―10)

yo puna bhiksu bhiksusya va bhiksunıya va sramanerasya va

sramanerıye va siksamanaye va cıvaram datva apratyuddhareya
 

paribhunjeya, apratyuddharaparibhoge pacittikam. (Tatia,

PraMoSu.26.3-5;Pacow,PraMoSu.30.1-3)

またもし比丘が，比丘・比丘尼・式叉摩尼・沙彌・沙彌尼に衣を与え

て，返還されていないのに受用すれば，返還していないものの受用に

おける波夜提となる。

因縁譚では，問題となった衣が浄施衣であるとされるが（T22, 379a2-

8)，それに端を発して制定される学処条文中に浄施の語はなく，ただ 衣

を与えて とのみ表現されている。この点は，漢訳・梵本ともに一致して

いる。先に掲げた三律の中に因縁譚と学処がこのような関係を示している

ものはなく， 摩 僧祇律 のみの特徴を示している。但し，学処のみに

限って見れば，浄施を説かないという点で 四分律 と対応する。これに

続く条文解釈および判例部分の内容を整理すると以下のようにまとめられ

る。

【条文解釈および判例】 (T22,379a10-b5)

① 與 とは，浄施して五種の者（出家の五衆）に与えること

② 捨 の方法の提示（浄施した衣はそのまま受持衣とすることはできず，

使用する場合には今の受持衣を捨してから， 施衣 を 受持衣 に

変更して使用しなければならない）

③ 施法 の提示＝具体的な浄施の言葉の提示：二種の浄施（＝対面浄

施：対他面浄施）の提示

結局 摩 僧祇律 は，学処が示す 與 を浄施であるとした上で，そ

の対象を五種の人（出家の五衆）に限定している。その上で，受持と捨と
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浄施という三種の手続きについて，比丘が口にすべき具体的な言葉ととも

に明示している。さらに，浄施を 施法 と呼んだ上で，具体的な浄施

の言葉を提示し，二種の浄施（対面浄施・対他面浄施）の方法について解

説を行っている。浄施を二種に分けて理解する点は，先の三律と同じであ

るが，具体的な内容については，直接・間接といった浄施の行い方を示す

ことよりも，そうして浄施が行われた後で，衣を実際に受用する際の注意

点を掲げることに力点が置かれており，その点で先の三律とは異なる立場

があらわれている。

【6】 十誦律 に見られる浄施

1) 尼薩耆波夜堤１条

十誦律 捨堕１条の学処は以下の通りである。

【学処】

若比丘衣竟。已捨迦 那衣。畜長衣得至十日。若過是畜者。尼薩耆波

夜提。

(T23,30a28―b1)

nisthitacıvarena bhiksuna uddhrte kathine dasahaparamam atiri-

ktam cıvaram dharayitavyam tata uttaram dharayen nihsargika

patayantika 1.(Simson,PraMoSu.184.4―5)

衣がおわった比丘によっては，迦 那衣が放棄された時，十日間を限

度として余分の衣が保持されるべきである。それを過ぎて保持すれば，

捨堕となる。

因縁譚・学処条文ともに浄施を示す内容はないが，これに続く判例の部

分で，長衣をめぐって先の諸律で浄施として扱われた内容に関する説明を
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行っている。

【判例】

是中犯者。若比丘。初一日得衣畜二日捨二日得衣三日捨。三日得衣四

日捨。四日得衣五日捨。五日得衣六日捨。六日得衣七日捨。七日得衣

八日捨。八日得衣九日捨。九日得衣十日捨。十日得衣十日時。比丘是

衣。應與人若作淨若受持。若不與人不作淨不受持。至十一日地了時。

尼薩耆波夜提。（T23,30b13―20)

このように， 十誦律 は捨堕１条において，比丘が手に入れた余分の

衣に対処する方法の一つとして作浄を条件の一つに掲げており，この手続

きを経た衣に関しては罪に該当しないと説いている。但し，日数に関する

説明を執拗に繰り返すだけで，作浄が具体的にどのような手続きを示すも

のであるかについては全く記述されていない。また， 五分律 などの漢

訳諸律が，浄施の語を用いているのに対して， 十誦律 では作浄としか

呼ばれていない点にも留意する必要がある。

2) 波逸提68条

一方，波逸提68条は，以下のような内容となっている。

【学処】

若比丘與他比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣。他不還。便強奪取著。

波逸提。

(T23,114c24―26)

yah punar bhiksur bhiksoh patram va cıvaram va dat(t)va tatah
 

pascad apratyuddharya paribhunjıt patayantika 68. (Simson,

PraMoSu.226.5―6)

またもし比丘が，比丘に衣あるいは鉢を与えて，その後に，返還され
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ていないのに受用すれば，波夜提となる。

因縁譚では，六群比丘の与えた衣を強引に奪い返すという行為が問題と

なり，それに因んで学処が制定されるが，因縁譚・学処ともに浄施あるい

は作浄の語はなく，ただ 衣を与えて と表現されていて，この点は，漢

訳・梵本ともに一致している。因縁譚と学処がこのような関係を示してい

るのは，先に掲げた四律のうちでは 四分律 59条だけであり， 十誦律

68条と 四分律 59条とは，構造的によく対応している。これに続く条文

解釈および判例部分は以下のようにまとめられる。

①余分の衣は作浄して蓄えるべきであるとされる。

②Ａ比丘が 現前作 してＢ比丘に衣を与えたが，Ｂ比丘が衣を返還せ

ず争いとなった。

佛は 現前で与えてはならない とする。また，複数を相手として行っ

てはならず，よく えてから一人の信頼にたる人に対して行うべきであ

るとする。

③作浄を二種に分けて説かない（展転浄施に該当する説明はない）。

④学処条文では衣だけが示されているが，判例では衣鉢とする。

⑤他に与える衣のあった比丘が六群比丘の一人に衣を与えたが，後から返

してもらえなかった。悩んだ比丘は 浄すべき衣があったので六群比丘

の一人に与えたが，返してくれなかった と佛に告げた。佛は この施

は 實とは呼ばない。すぐに衣を与えられた比丘は返還しなければなら

ない。求めて返してもらえればよいが，もし得られなければ強引に奪い

返してもよい。比丘が所有する常用衣を随意に他者に与えてはならない。

作浄をするか，受持するか，施す場合は無罪である と定める。

十誦律 の場合，他律同様，判例部分に作浄の方法を示す点，この規

則を作浄と関係づけている点で共通点を見ることができるが，浄施の語を
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用いない点，二種の浄施を示していない点で他律とは異なっている。また，

最後の部分は難解であるが， 与えること 作浄 施 を厳密に区別し

ようとしていると えられ，この部分による限り， 現前で（直接） 衣を

与えること をはじめとして，安易に衣を与えることが禁止されている。

与えること を禁止しながら， 作浄・受持・施 を行えば無罪であると

の立場を示しており，先の四律よりも厳格な運用をしようとしているとも

えられる。

【7】 根本説一切有部律>に見られる浄施

1) 泥薩祇波逸底迦１条

根本説一切有部律>捨堕１条の学処は以下のように示される。

【学処】

若復 芻作衣已竟 恥那衣復出得長衣 十日。不分別應畜。若過畜者。

泥薩祇波逸底迦。（T23,711c14―16）

dge slong chos gos zin pas sra brjyang phyung na zhag bcu’i bar du
 

gos lhag pa rung bar ma byas pa bcang bar bya’o/de las’das par
 

bcangs ba spang ba’i ltung byed do//（D.Cha41b4-5:P.Je38a7）

衣をおえた比丘によって，迦 那衣が放棄された時，十日間に限って，

余分の衣を浄施せずに蓄えるべきである。それを過ぎれば捨堕となる。

nisthitacıvarena bhiksuna uddhrte kathine dasahaparamam
 

atiriktacıvaram avikalpitam dharayitavyam tata uttari dharayen
 

naisargika payantika (Banerjee,PraMoSu.25.4―5)

衣がおわった比丘によって，迦 那衣が放棄された時，十日間を限度

として余分の衣は，浄施なしに保持されるべきである。それを過ぎて
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保持すれば，捨堕となる。

このように，学処条文には浄施に該当する語が見られる。これを義 は

分別 と訳しており，チベット訳，ならびに梵本から，原語としての

avikalpita（rung bar ma byas pa）が確認される。義 は，浄施という

言葉が，先行する漢訳律に存在することを知りながら，原語の持つ意味に

忠実な訳として，これを 分別 としたようであ
⑼

る。これに続く条文解釈，

判例の事例は省略する
⑽

が，訳語に異なりはあるものの，判例部分で浄施

（分別）に関して説明を行っている点，および浄施の作法を具体的に説明

しない点は他律と共通する。一方，学処条文中に浄施の語を含んでいる点

は 四分律 とのみ共通するが，条文解釈においてこの語が解説されてい

ない点には注意しなければならない。

2) 波逸底迦68条

波逸提68条は以下の通りである。

【学処】

若復 芻受他寄衣。後時不問主 自著用波逸底迦。（T23,851c13―14）

yang dge slong gang dge slong la gos byin nas de’i’og tu rdeng med
 

par spyod na ltung byed do//(D.Ja276a4;P.Nye258a6)

およそ比丘が，比丘に衣を与えて，その後に，返還されていないのに

受用すれば，波逸提となる。

このように，学処条文中に浄施を示す語はない。従って，根本有部の波

逸提68条には浄施の語がなかったと判断すべきである。さらに，これに続

く条文解釈や判例部分においても浄施（分別）の語は見られない。結局，

根本説一切有部律>は浄施に関する具体的な手続きをこの箇所で説いて

おらず，この点が先の五律とは大きく異なっている。
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【8】 お わ り に

以上，諸律に見られる浄施の用例を提示してきたが，最後に諸律が示す

浄施の全体像について整理してみたい。まず，捨堕１条に浄施が結びつけ

られている点はすべての律に共通している。しかし，いずれの律も１条部

分で浄施の具体的な手続きについて説明を行っていない。 四分律 と

根本説一切有部律>は学処条文中に浄施の語を掲げるが，１条の内容全

体から えた場合， パーリ律> 五分律 摩 僧祇律 等に見られる形

が本来のもので， 四分律 根本説一切有部律>は何らかの理由で改変を

加えたと思われる。また，浄施は 受持 等と対をなし，無罪となる場合の

条件として説明されているが，律によってこの条件には異なりが見られる。

一方，波逸提では，置かれる位置は異なるものの， パーリ律>59条と

それに対応する諸律のそれぞれの波逸提が，ほぼ対応する学処条文となっ

ており，根本有部律を除く五律で浄施の具体的な方法を説く箇所となって

いる。中でも， パーリ律> 五分律 は学処条文中に浄施の語を含んでお

り，規定と浄施とを直接結びつけている。また， パーリ律> 五分律

四分律 摩 僧祇律 は浄施の方法に二種類あることを示し，その内容

もほぼ共通すると言える。ただし，細部を見た場合，律によっては浄施の

具体的な手続きを明瞭に示しているとは言えないものもある。また，直接

的な浄施と間接的な浄施のうち，どちらが重視されているのかに関しても

曖昧な状況を呈している。 十誦律 は浄施（作浄）を説くものの，二種

の浄施を示さない点で他律と立場が異なるし，根本有部律はこの学処を浄

施と結びつけないなど，有部系の律の場合は他の四律と異なる立場が示さ

れれている。

律蔵が示す浄施の種々相（山極伸之) 249



浄施の機能について見た場合，諸律の波逸提に提示される内容から，本

来ならば所有することができない物品の所有権を，自分から他者に移し，

自らが所有していないという形式を成立させて，その上で物品を使用する

権利を維持するための手続きであると えられる。ほとんどの律が口頭で

浄施を行うことを宣言する方法を提示しているが，相手の有無や，対象者

の設定などには律による違いが見られ，浄施の運用方法に関しては，部派

ごとに差異があったと えられる。一方，浄施を行う対象者が出家の五衆

に限られる点は諸律に共通する。また，浄施を行える物品として，衣だけ

でなく，鉢や食べ物も含まれる点もほぼ共通すると言える。

諸律の提示する内容から，浄施については以上のようにまとめることが

できるが，一方で残された課題も多い。まず，主として浄施と訳される元

となった原語については，パーリ，Sktともに vi-klpに由来することが

ほぼ確認されたが，なぜこの言葉が 施 に該当する内容を指す語とし

て使用されるに至ったのかは未だ不明である。さらに，その語が 施

と翻訳された経緯も諸律の記述からは解明できない。有部系の律が異なる

訳語を用いている点も含めて，その経緯を明らかにする必要がある。そも

そも， vi-klp：浄施>として位置づけられるこの手続きが，いったいど

こから発生し，いかにして仏教教団において採用されたものであるのかも

不明である。このような観点に留意しながら，kappaや kappiyaなど，

他の 浄法 との関係も含めて，律蔵全体にわたる浄法の総合的な検討を

継続していきたい。

［Abbreviations］

VRI＝Vipassana Research Institute Edition (Dhammagiri-Pali-

Ganthamala＝DPG);Par＝Parajikapali (DPG 88);Pac＝Pacittiyapali
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(DPG 89);Mahav＝Mahavaggapali (DPG 90);Culav＝Culavaggapali

(DPG 91);PTS＝Pali  Text  Society;VP＝Vinaya Pitaka;Tatia,

PraMoSu＝Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasamghika School,

ed.Nathmar Tatia,Patna1976;Pachow,PraMoSu＝The Pratimoksa-sutra
 

of  the Mahasanghikas, ed. W. pachow, Allahabad, 1956;Simson,

PraMoSu＝Pratimoksasutra der Sarvastivadins Teil II (SHT XI), hg.

Georg von Simson, Gottingen 2000;Banerjee, PraMoSu＝Two Buddhist
 

Vinaya Texts in Sanskrit, ed.A C Banerjee,Calcutta,1977.
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本小論でこの罪を指す場合は，表題の部分を除いて，便宜的に 捨堕 を使

用することとする。言語的な意味については平川彰 二百五十戒の研究 Ⅱ

1993年，47頁～56頁参照。

⑷ ここで許される時期には，①安居の後に衣の修繕や新調のために設けられ

た１か月間（＝衣時）と，②カティナ衣（安居に精勤した比丘に特別に与え

られる衣）の保持を認められている５か月間（＝カティナ衣時）の二種があ

るとされる。この点に関しては，例えば平川彰 二百五十戒の研究 Ⅱ

1993年，66頁～70頁，佐藤密雄 原始仏教教団の研究 1963年，703頁～715
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頁等参照。

⑸ ここで 受持されたものでなく と訳した anadhitthaは，浄法とは別に

問題を有すると思われる用語である。律文献の様々な場面で adhitthaの語

が用いられていて，そのほとんどが律規定に抵触する問題を解決するための

特定の手続きとして示されており，結果的に浄法に相通ずる側面を有してい

るとも言えるが，詳細に関してはいまだ十分には明らかにされていない。こ

の点については，次の研究を参照されたい。岸野亮示 律文献に散見される

adhi stha-の用語について 日本佛教学会年報 第73号，2008年，239頁

～255頁。

⑹ この点は判例部分で詳述される。VRI Par,305.1―2;PTS VP3,197.18

―19：VRI Par,305.9;PTS VP3,196.28.

⑺ Spの捨堕１条部分は，浄施に二種あることを示し，他の比丘に直接ある

いは間接に衣の所有権を譲渡し，その所有者の了承を得て自分が衣を使用す

るという内容を具体的な作法もまじえながら説明している（VRI Par-

Atth2,208.1―209.13;PTS Sp,648.3―649.27)。この点については，後述

する波逸提59条の部分を参照。

⑻ この点は，捨堕３条（VRI Par, 314.6-9;PTS VP3, 204.35-38），21条

（VRI Par,365.13;PTS VP3,243.24），25条（VRI Par,380.22;PTS VP3,

255.11-12），27条（VRI Par, 386.4;PTS VP3, 259.22-23)，28条（VRI
 

Par,389.16:389.22-390.2;PTS VP3,262.14:262.22-24）でも同じであ

り，対象となる事物が三衣だけでなく，衣の材料となる布，余分の鉢，急施

衣と変わっても，捨堕１条を踏まえて同様の解説が行われていくのである。

⑼ 義 は 根本説一切有部百一 磨 の割注で以下のように解説する。 舊

云説 者取意也。（T24,498a29）； 但有如此一途。分別衣法更無展轉 實

之事。（T24,498b3）

⑽ T23,711c25-26：D.Cha42a3:P.Je38b4-5；T23,711c28-712a2：D.Cha

42a4-44a1:P.Je38b6-8.

BanerjeeはTib訳から次のような復元を行っている；［yah punar bhik-

sur bhiksoscıvaram vikalpya tatah pascad apratyuddharya paribhumjıta
 

payantika ］(Banerjee, PraMoSu. 42.3-4)。ここには，vikalpyaの語が

想定されているが，上に掲げたようにTib訳には 与えて とあるだけで

浄施を示す語はない。
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